
地域における食支援活動

第３回

本誌54巻の包括的口腔ケアのシリーズは「地域にお

ける食支援活動」をテーマに、１号では総論的な話題

を、２号では病院における食支援について話題提供し

た。今号では施設における食支援について話題提供す

る。４号では地域における食支援について話題提供す

る予定である。

国診協が提唱する地域包括ケアは、生まれてから亡

くなるまでの一生を通じて、障害を持とうとも疾病に

罹患しようとも介護が必要になろうとも、保健・予

防・医療・介護・福祉の各分野でそれぞれの地域でそ

の人らしく暮らしていくことを支援することである。

その中で高齢になり病気になり介護が必要になった

とき、口から食べることは生きていく上でも、合併症

を防ぐ上でも、QOLを向上する上でも大変重要なこと

であると考える。たとえば、脳梗塞になり病院に入院

し経口摂取が難しくなった際は、院内でのNSTなどに

よる食支援が必要である。退院しその後施設に入所す

れば、その場でも食支援が必要である。さらに在宅で

介護を受けることになれば、地域での食支援が必要に

なってくる。このように経口摂取に何らかの問題が生

じた場合は、いつでもどこでも食支援が受けられるよ

うになっている必要性がある。

国診協が提唱する地域包括ケアにおいて、歯科が果

たすべき役割は少なくない（図１）。その理由は「歯

科は生活を支える医療」と言えるからである。

はじめにでも述べたように、人が生まれてから亡く

なるまで口腔は食べることに大変重要な器官であり、

その口腔機能が保たれていないと食べる・飲み込む・

話す・呼吸するなど、人が生きて生活する上で最も重

要な機能を果たすことができない。したがって、口腔

機能を保つため、口腔疾患の予防は生まれてから一生

必要である。また、何らかの口腔疾患に罹患した際、

歯科医療が必要なことは言わずもがなである。さらに、

どの年齢層であっても何らかの障害が生じ、口腔機能

が障害を受けるようになっても、リハビリや介護・福

祉によって、少しでも口腔機能が回復維持できるよう

にすることが大切である。

特に高齢となり、脳血管障害や認知症などにより口

腔機能が低下するとさまざまな合併症になりやすく、

また、低栄養になるのであらゆる方策を講じて、口腔

機能の維持回復を図ることは重要である。歯科医院へ

通院できなくなることもあり、その際には訪問歯科診
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図１　一生にわたる地域包括ケア



療で対応することになる。

このように、地域包括ケアにおける歯科の果たす役

割は決して小さくないと考える。

今号では、介護保険施設における食支援にスポット

を当てるが、食支援を行うためにはやはり、口腔機能

を回復維持することが必要である。介護保険施設入所

者の多くは歯科医療機関へ通院することが困難であ

る。したがって訪問歯科診療が必要で、それにより食

支援の一歩となる（写真１）。

口腔機能の回復維持には、機能的な治療とともに形

態的な治療が必要となる。具体的には、う蝕治療・歯

周病治療・抜歯・義歯の治療などである。介護保険施

設での訪問診療は在宅での訪問診療とほぼ同じである

が、やはり診療室と同じ内容の治療は困難である。治

療設備の制限があったり、何らかの全身疾患があるた

め、歯科治療によって何らかの偶発症を起こす可能性

があるなどのリスクがある。そのため、たとえば残根

の歯は抜歯せず保存することが多い。また、冠を被せ

たりブリッジなどの精密な治療は困難なことがある。

義歯の設計も着脱が比較的簡単にできる設計にするな

ど、いくつかの工夫が必要である。

介護保険施設における食支援はこれまでも、訪問歯

科診療の際に行われていたが、2015年４月の介護報酬

改定で経口維持加算の算定条件が変わった。これまで

は嚥下造影撮影や嚥下内視鏡検査で誤嚥が認められる

利用者には加算Ⅰ（１日28単位）、水飲みテストや頸

部聴診法等による場合は加算Ⅱ（１日５単位）が算定

できた（写真２）。

今回の改定では、VFやVEによる検査は必ずしも必

要でなく、経口維持加算Ⅰについては、「栄養マネジ

メント加算を算定しており、現に経口により食事を摂

取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所

者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、

歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その

他の職種の者が共同して、食事の観察及び会議等を行

い、入所者ごとに経口維持計画を作成している場合で

あって、医師又は歯科医師の指示に基づき、管理栄養

士等が栄養管理を行った場合、１月につき400単位算

定する。」となっている。

また、経口維持加算Ⅱについては、「当該施設が協

力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加

算（Ⅰ）において行う食事の観察及び会議等に、医師

（人員基準に規定する医師を除く）、歯科医師、歯科衛

生士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算

（Ⅰ）に加えて、１月につき100単位算定する。」とな

っている。

このように、ミールラウンド（食事の観察）や会議

に歯科医師または歯科衛生士が参画し、摂食嚥下障害

がある利用者の経口摂取を維持できるように、口腔ケ

ア・歯科治療・口腔リハビリなどの口腔機能管理に関

与することができるようになった。

当科では、訪問歯科診療している介護老人福祉施設
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介護保険施設での経口維持加算について

介護保険施設における訪問歯科診療

写真１　介護保険施設における訪問歯科診療 写真２　介護保険施設における嚥下内視鏡検査



Ａと院内併設の介護療養型病床Ｂにおいて、経口維持

加算に関与している。介護老人福祉施設Ａでは、当科

から歯科医師と歯科衛生士が関与している（図２）。

2015年５月より算定開始し、2016年２月５日現在12名

に実施した。男性４人女性８人で平均年齢88.3歳（図

３）、要介護５が11人、要介護３が１人である。延べ46

回のミールラウンドを実施した。日本摂食嚥下リハビ

リテーション学会基準のトロミを付けるためのスプー

ンを使用している。経口摂取の変化を図４に示す。食

上げ４人、食下げ４人、変化なし４人であった。

介護療養型病床Ｂでは、当科から歯科衛生士が関与

している。2015年７月より算定開始し、対象者の選定

は看護師が水飲みテスト・RSST・食事観察を行って

いる（図５）。2016年２月５日現在40名に実施した。

男性27名、女性13名で平均年齢85.3歳（図６）、主疾患

の状況を図７に示す。延べ136回のミールラウンドを

実施した。経口摂取の変化を図８に示す。食上げ２人、

食下げ７人（食止め３人）、変化なし31人であった。

○介護老人保健施設Ａでの事例である。

・87歳女性、要介護５

旧義歯は不適合で使用せず、ソフト食を食べていた。

経口維持加算によるミールラウンドを行いながら歯科

治療も実施した。旧義歯の粘膜調整をし、上顎総義歯

を新製し、ソフト食から軟菜食へ食上げした１例であ
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図２　介護老人福祉施設Ａ

図４　経口摂取の変化（介護老人福祉施設Ａ）

事例紹介

図３　性別・年齢別人数（介護老人福祉施設Ａ）



る。トロミは濃いトロミから中間のトロミへ変更した

（図９）。

Ａ施設での経口維持加算計画書を示す。利用者の方

の食事等の観察要点と多職種による会議と観察の要点

が記載されている（表１）。

○介護療養型病床Ｂでの事例である。

・93歳女性

2015年５月12日、食欲不振を主訴に一般病棟入院し、

肝臓がんと診断されるが積極的治療希望せず、入院中

は主に末梢静脈栄養であった。その後６月５日、介護

療養病床に入所した。７月より経口維持加算によるミ
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図５　介護療養型病床Ｂ

図６　性別・年齢別人数（介護療養型病床Ｂ）

図７　主疾患（介護療養型病床Ｂ）

図８　経口摂取の変化（介護療養型病床Ｂ）

テスト・RSST・食事観察を実施
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図９　介護老人福祉施設Ａでの事例 図10 介護療養型病床Ｂでの事例

表１　経口維持計画



地域における食支援活動

口から食べる楽しみのために

Vol.54  No.3 地域医療　91（323）

ールラウンドを開始したところ、現在嚥下食とゼリー

粥を２分の１から全量摂取できるようになった（図

10）。Ｂ施設での経口維持加算計画書である。歯科衛

生士を含めた多職種によるミールラウンドに関する記

載と会議の内容である（表２）。

要介護者が経口から栄養を摂取することは、身体的

側面の向上だけでなく、QOLの向上にも寄与することに

なると考える。何らかの疾患で急性期病院に入院し、そ

の後要介護状態になり、介護保険施設に入所した際にも

しっかりと経口から栄養を摂取することが重要である。

歯科関係者も多職種と連携し、介護保険施設での食

支援に参加することが必要である。また、その方が在

宅で介護を受けることになっても、入院が必要になっ

ても、それぞれの場で食支援を受けることにより、で

きる限り経口摂取することが大切で、それにより合併

症の予防や入院期間の短縮、QOLの向上に役立つ。

今回の介護保険の改定により介護保険施設で経口維

持加算が算定しやすく、歯科関係者の関与による加算も

施設では算定できるようになり、これまで以上に歯科関

係者の食支援への参加が重要になってきた。食支援に対

する歯科関係者の関与により、口腔機能の改善に役立つ

と考えられ、特に咀嚼機能が改善されると考えられる。

また、多職種が関わることにより、介護保険施設で

のチームアプローチができるようになったと考える。

さらに、経口摂取が困難になった際の看取りについて

もチームで考えることができるようになると考える。

表２　経口移行・経口維持計画
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